離 婚 協 議 書
夫 ＿＿＿＿＿＿＿＿ を甲、妻 ＿＿＿＿＿＿＿＿ を乙として、甲と乙は、協議離婚及び離婚後の条件について、以下のとおり合意する。
記
第1条（離婚の合意）
甲乙は、協議離婚することに合意し、令和＿＿年＿＿月＿＿日までに離婚届を提出する。
第2条（親権者及び監護者）
甲乙間の未成年の子＿＿＿＿＿＿＿＿の親権者及び監護者を＿＿＿＿＿＿＿＿と定める。
第3条（養育費）
養育費を定める場合、支払義務者、子ごとの月額、支払日、支払期間、振込口座、進学・医療等の特別費用の負担を別紙又は別途合意書により定める。
第4条（面会交流）
甲乙は、子の福祉を最優先し、面会交流の頻度、方法、場所、受渡方法、日程変更、学校行事及び体調不良時の対応を別紙又は別途合意書により定める。
第5条（慰謝料）
＿＿＿＿＿＿＿＿は＿＿＿＿＿＿＿＿に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金＿＿＿＿＿＿円を令和＿＿年＿＿月＿＿日限り支払う。
第6条（財産分与）
甲乙は、預貯金、不動産、自動車、保険、退職金見込額、負債その他婚姻中に形成した財産について、別紙財産目録のとおり分与する。
第7条（年金分割）
甲乙は、婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬改定請求につき、按分割合を＿＿と定め、必要書類の作成及び年金事務所での手続きに協力する。
第8条（婚姻費用・別居中費用）
離婚成立までの婚姻費用、住居費、公共料金、保険料、子の費用その他別居中の生活費については、別紙又は別途合意書により定める。
第9条（公正証書化）
甲乙は、養育費、慰謝料、財産分与その他金銭給付条項について、必要に応じて強制執行認諾文言付き公正証書を作成するため協力する。
第10条（通知義務）
甲乙は、住所、勤務先、連絡先、振込口座その他本協議書の履行に必要な事項に変更が生じた場合、速やかに相手方へ通知する。
第11条（清算条項）
甲乙は、本協議書及び別紙に定めるほか、離婚に関し相互に何らの債権債務を有しないことを確認する。
第12条（合意管轄）
本協議書に関して紛争が生じた場合、＿＿＿＿地方裁判所又は同簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
本協議の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和　　　年　　　月　　　日
（甲）
住所（甲による自署） ______________________________
氏名（甲による自署） ______________________________　印
（乙）
住所（乙による自署） ______________________________
氏名（乙による自署） ______________________________　印

A4 / 離婚協議書A4 / 財産目録
別紙　財　産　目　録
本財産目録は、離婚協議書又は財産分与・年金分割合意書の別紙として、対象財産、名義、評価額、分与方法、負債の負担を明確にするために作成する。
	番号
	種類
	財産・負債の内容
	名義・保管者
	評価額・残額
	分与方法・負担方法

	1
	預貯金
	〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号＿＿＿＿＿＿
	甲・乙・共有
	金＿＿＿＿円
	甲＿＿＿＿円／乙＿＿＿＿円

	2
	預貯金
	〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号＿＿＿＿＿＿
	甲・乙・共有
	金＿＿＿＿円
	甲＿＿＿＿円／乙＿＿＿＿円

	3
	不動産
	所在＿＿＿＿＿＿　地番＿＿＿＿＿＿　家屋番号＿＿＿＿＿＿
	甲・乙・共有
	評価額＿＿＿＿円
	取得・売却・代償金＿＿＿＿

	4
	住宅ローン
	金融機関＿＿＿＿＿＿　契約番号＿＿＿＿＿＿
	債務者＿＿＿＿
	残債＿＿＿＿円
	負担者＿＿＿＿／借換等＿＿＿＿

	5
	自動車
	登録番号＿＿＿＿＿＿　車名＿＿＿＿＿＿
	名義人＿＿＿＿
	評価額＿＿＿＿円
	取得者＿＿＿＿／名義変更期限＿＿＿＿

	6
	生命保険等
	保険会社＿＿＿＿＿＿　証券番号＿＿＿＿＿＿
	契約者＿＿＿＿
	解約返戻金＿＿＿＿円
	取得者＿＿＿＿／精算額＿＿＿＿

	7
	退職金見込額
	勤務先＿＿＿＿＿＿　算定基準日＿＿＿＿＿＿
	対象者＿＿＿＿
	見込額＿＿＿＿円
	分与対象額＿＿＿＿円

	8
	有価証券等
	証券会社＿＿＿＿＿＿　銘柄・口座番号＿＿＿＿＿＿
	名義人＿＿＿＿
	評価額＿＿＿＿円
	甲＿＿＿＿円／乙＿＿＿＿円

	9
	家財・貴金属
	品目＿＿＿＿＿＿　保管場所＿＿＿＿＿＿
	保管者＿＿＿＿
	評価額＿＿＿＿円
	取得者＿＿＿＿

	10
	負債
	借入先＿＿＿＿＿＿　契約番号＿＿＿＿＿＿
	債務者＿＿＿＿
	残額＿＿＿＿円
	負担者＿＿＿＿

	11
	未申告財産
	判明時に協議する財産・資料
	不明
	不明
	誠実協議

	12
	その他
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿
	＿＿＿＿円
	＿＿＿＿


※評価額は、基準日を令和＿＿年＿＿月＿＿日として記載する。預貯金通帳、残高証明、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、査定書、保険証券、ローン明細、退職金見込額証明、年金分割のための情報通知書等を確認資料として添付する。
※本目録に記載のない婚姻期間中形成財産又は負債が後日判明した場合、甲乙は当該財産又は負債の取扱いについて誠実に協議する。
令和　　　年　　　月　　　日
（甲確認欄）
住所（甲による自署） ______________________________
氏名（甲による自署） ______________________________　印
（乙確認欄）
住所（乙による自署） ______________________________
氏名（乙による自署） ______________________________　印




